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この入札説明書は、令和 7年度茨城県園芸リサイクルセンター破砕機用替刃購入に係る一般競争

入札の執行及び契約について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を定めたものであり、

入札参加希望者は、次の事項を熟知のうえ、必要書類を提出されるようお願いいたします。 

 

１ 公告日        

令和 7年 1月 31日 

 

２ 入札に付する事項   

 （１）購入物品及び仕様、数量等 

     破砕機用替刃（SSC-12040型粗砕機及び TK-840型粉砕機） 一式 

     なお、購入する物品の仕様、数量等については別紙仕様書のとおり。 

 （２）納入期限 

     令和 7年度中、3回に分け納入すること。 

     納期月及び数量については別紙仕様書のとおり。 

 （３）納入場所 

     茨城県園芸リサイクルセンター（以下「リサイクルセンター」という。） 

     茨城県東茨城郡茨城町網掛 1154番 1 

 （４）入札方法 

     ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当 

する金額を加算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を 

切り捨てた金額とする。）を以て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費 

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額 

の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

     イ 提出した入札書の引き換え又は変更は認めない。 

     ウ 入札執行回数は、2回を限度とする。 

     エ 入札書は、指定する日時及び場所に直接提出すること。 

 

 （５）落札者の決定方法 

     予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とす 

る。 

 

３ 担当部署 

    公益社団法人茨城県農林振興公社（以下「公社」という。） 

     茨城県園芸リサイクルセンター 

     茨城県東茨城郡茨城町網掛 1154番 1 

     電話 029（293）6800  FAX 029（293）6860 

 



４ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の 

確認を受けた者であること。 

 （１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項各号のいずれにも該当し 

ない者であること。 

 （２）地方自治法施行令第 167条の 4第 2項の規定により、入札参加資格制限を受けていない者 

   であること。 

 （３）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき、更生手続き開始の申立てがなされてい 

る者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされ 

ている者でないこと。 

 （４）茨城県暴力団排除条例（平成 22年茨城県条例第 36号）第 2条第 1号から第 3号に規定す 

る者でないこと。 

 

５ 入札参加の手続き 

 （１）入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書（様式第 1号）に必要な資料一式を 

添え、公社へ提出し、参加資格の確認を受けなければならない。但し、茨城県物品調達等競 

争入札参加有資格者は、（２）②及び③を免除する。 

 （２）必要な資料 

   ① 誓約書（様式第 2号） 

   ② 商業登記簿謄本（発行日から 3カ月以内の原本に限る） 

   ③ 会社概要、業務経歴書 

   ④ 茨城県物品調達等競争入札参加有資格者は「物品調達等競争入札参加資格結果通知書」 

の写し 

 （３）提出場所 

     ３に同じ 

 （４）提出期限 

     令和 7年 2月 19日（水）午後 5時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前 9時から 

午後 5時までとし、正午から午後 1時を除く。） 

     ※期限を過ぎての提出は一切受け付けない。（郵送の場合は期限必着） 

 （５）参加資格の確認は、申請書の提出後に行い、その結果は入札参加資格確認通知書（様式第 

3号）により提出期限日の翌日から 3日以内に回答する。 

 （６）参加資格がないとされた者は、公社に対し、その理由について入札説明書に記載された方 

法で説明を求めることができる。 

 

６ 代金の支払い 

 （１）納品の際、公社による検査を受けなければならない。 

 （２）検査後、公社に受領された物品について、落札者は物品数に落札した単価を乗じた金額に 

消費税を加え、公社へ請求書を提出すること。公社は翌月末までに支払う。 



７ 入札方法 

 （１）入札参加者以外の者が入札に参加する場合（代理人として入札事務を執行する場合）は、 

委任状（参考様式）に必要事項を記載（記名押印を含む）し、（３）に示す日時に直接持参 

しなければならない。 

 （２）入札参加者又はその代理人は、入札書（様式第 4号）に必要事項を記載（記名押印を含む） 

し、当該入札書及び競争入札参加資格確認通知書の写しを（３）に示す日時に直接持参しな 

ければならない。 

 （３）入札の日時及び場所 

     日時  令和 7年 2月 27日（木）午後 2時 00分 

     場所  リサイクルセンター 研修室 

 

８ 入札書の作成等 

 （１）書類等の作成に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 （２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する金 

額を加算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときはその半数金額を切り捨てた金額 

とする。）を以て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で 

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を 

入札書に記載すること。 

 （３）入札書には、種類ごとの単価及びそれらの単価に予定数量を乗じた金額とその合計額を記 

載するものとする。 

 （４）入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合には、当該訂正部分について押印をしな 

ければならない。但し、入札金額を訂正する場合は、入札書を再作成しなければならない。 

 

９ 入札における注意事項 

 （１）本公告及び本説明書へ示した入札参加資格のない者の提出した入札、入札に関する条例に 

違反した入札及び茨城県財務規則（平成 5年茨城県規則第 15号）第 148条各号のいずれか 

に該当する場合の入札は無効とする。 

 （２）入札参加者又はその代理人は、入札公告、入札説明書及び茨城県財務規則を熟知のうえ、 

入札しなければならない。この場合において、当該入札公告等について疑義があるときは、 

前記３に掲げる部署に説明を求めることができる。但し、入札後、入札公告等についての不 

知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

 （３）入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54 

号）等に抵触する行為をしないこと。 

 （４）提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しは認めない。 

 

10 入札保証金及び契約保証金 

   入札保証金及び契約保証金は、免除する。 


